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議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

・ 

設
置
日
：
令
和
６
年
３
月

・ 

設
置
目
的
：
定
数
・
報
酬
、
議
会
活
性
化

等
に
つ
い
て
の
考
え
を
取
り
ま
と
め
、
議

会
基
本
条
例
の
要
否
に
つ
い
て
の
意
見
も

含
め
て
報
告
す
る
こ
と

・ 

活
動
期
間
：
令
和
６
年
３
月
～

　
こ
の
記
事
が
皆
様
に
読
ま
れ
る
頃
は
、
新

た
な
議
員
定
数
も
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
事
後
と
は
な
り
ま
す
が
、

当
委
員
会
に
お
け
る
議
員
定
数
の
検
討
過
程

と
、
定
数
を
考
え
る
上
で
意
識
し
た
ポ
イ
ン

ト
に
つ
い
て
整
理
し
ま
し
た
。

議
員
の
定
数
議
論
に
弾
み
を
つ
け
た

陳
情

　
茅
野
市
議
会
の
定
数
に
つ
い
て
は
前
々
期

（
平
成
27
年
～
31
年
）
か
ら
、
定
数
・
報
酬

及
び
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
前
期
か
ら

議
論
し
て
き
ま
し
た
が
、
大
き
な
進
展
も
な

く
今
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
中
、
令
和
５
年
４
月
の
統
一
地

方
選
挙
を
前
に
、
定
数
に
対
す
る
市
民
の
関

心
が
高
ま
り
、
立
候
補
者
に
対
し
市
民
団
体

よ
り
﹁
議
員
定
数
に
対
す
る
立
候
補
者
の
意

見
を
求
め
る
ア
ン
ケ
ー
ト
﹂
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、
行
財
政
審
議
会
の
答
申
に
お
い
て
も
、

定
数
に
対
す
る
議
論
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ

る
と
い
っ
た
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
令
和
６
年
３
月
に
、
前
市
議
会

議
員
か
ら
定
数
削
減
を
求
め
る
陳
情
書
の
提

出
が
あ
り
、
待
っ
た
な
し
で
定
数
に
つ
い
て

の
議
論
を
す
る
こ
と
と
な
り
、
本
件
が
当
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
陳
情
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
で
は
賛

成
者
多
数
、
議
会
本
会
議
の
議
決
に
お
い
て

も
、
９
対
８
と
い
う
僅
差
で
採
択
し
ま
し
た
。

　
定
数
削
減
を
求
め
る
陳
情
に
つ
い
て
整
理

し
た
当
委
員
会
は
、
令
和
６
年
３
月
議
会
終

了
後
か
ら
毎
週
１
回
委
員
会
を
開
催
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
定
数
・

報
酬
、
議
会
活
性
化
等
に
つ
い
て
の
議
論
に

着
手
し
ま
し
た
。

　
な
お
、﹁
定
数
を
削
減
す
る
こ
と
は
決
ま

っ
た
の
で
、
あ
と
は
人
数
だ
﹂
と
い
う
意
見

や
、﹁
削
減
と
い
う
結
果
を
出
し
た
議
決
の

重
み
﹂
に
つ
い
て
言
及
す
る
意
見
も
あ
り
ま

し
た
が
、
議
員
定
数
は
住
民
自
治
（
間
接
民

主
主
義
）
の
骨
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
な

が
ら
、
民
意
の
把
握
が
成
さ
れ
て
い
な
い
と

い
っ
た
こ
と
等
も
あ
り
、
当
委
員
会
の
設
置

目
的
に
立
ち
返
り
、
定
数
に
つ
い
て
も
引
き

続
き
議
論
の
対
象
と
し
て
事
後
的
な
検
証
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。

議
論
の
進
め
方

　
ま
ず
は
議
員
定
数
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ

と
が
任
務
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
の
議
論
の
進
め
方
を
話
し
合
い
、
全
員
協

議
会
に
報
告
し
ま
し
た
。
進
め
方
と
し
て
は
、

有
識
者
に
よ
る
研
修
会
の
実
施
と
民
意
の
把

握
、
客
観
的
デ
ー
タ
分
析
を
行
い
、
各
委
員

の
見
識
を
高
め
た
う
え
で
、
本
格
的
な
議
論

に
入
る
流
れ
と
し
、
令
和
６
年
中
に
は
議
員

定
数
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
示
せ
る
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
立
て
ま
し
た
。

　
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
、
各
種
団

体
と
の
意
見
交
換
会
（
３
回
）、
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
（
対
象
者
２
︐０
０
０
人
、
回
収
数

６
１
３
通
、
回
収
率
30
・
7
％
）、
市
民
と

の
意
見
交
換
会
（
２
回
、
参
加
者
35
名
）
を

実
施
し
、
市
民
の
考
え
を
把
握
し
ま
し
た
。

ま
た
、
有
識
者
を
招
い
て
議
会
内
部
の
研
修

会
を
３
回
開
催
し
、
議
会
活
動
、
議
員
活
動

に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
共
に
、
客
観
的

な
デ
ー
タ
を
取
り
寄
せ
、
類
似
す
る
他
市
の

状
況
等
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
茅
野
市
議
会

の
議
員
定
数
を
ど
う
す
る
か
議
論
し
ま
し
た
。

研
修
会
を
経
て

　
研
修
会
の
講
師
に
は
、
議
会
活
性
化
で
功

績
を
あ
げ
た
議
会
事
務
局
長
経
験
者
等
を
お

招
き
し
、
議
会
活
性
化
の
進
め
方
や
議
員
定

数
と
議
員
報
酬
の
考
え
方
な
ど
、
世
論
と
と

も
に
自
ら
の
経
験
談
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
茅
野
市
議
会
が
市
民
向
け
に

用
意
し
て
い
る
情
報
発
信
ツ
ー
ル
を
事
前
に

ご
確
認
い
た
だ
き
、
気
付
い
た
点
等
に
つ
い

て
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
き
ま
し
た
。

民
意
を
傾
聴

　
当
委
員
会
の
設
置
時
に
は
﹁
削
減
﹂
を
求

め
る
声
が
多
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
一
般

市
民
と
の
意
見
交
換
会
で
は
む
し
ろ
﹁
現
状

維
持
﹂
を
主
張
す
る
声
が
多
か
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
ま
た
、
各
種
団
体
と
の
意
見
交

換
会
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、﹁
議
会
の
事

は
議
員
に
し
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
よ
く
話

し
合
っ
て
議
員
が
決
め
て
く
れ
﹂
と
い
う
意

見
、﹁
削
減
﹂
を
求
め
て
き
た
が
、
意
見
交
換

会
を
通
じ
て
議
会
の
事
が
分
か
っ
て
き
た
ら

﹁
現
状
維
持
﹂
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
方
も
お
ら
れ

女団連との意見交換

議
員
定
数
を
ど
う
考
え
る

　
～
定
数
に
係
る
議
論
の
中
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
～

特 集

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会　

委
員
長　
　

竹
内　

巧
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ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
も
、﹁
わ
か

ら
な
い
﹂
と
い
う
方
が
大
変
多
い
と
い
う
印
象
を
持

っ
て
お
り
、
議
会
活
動
、
議
員
活
動
に
関
す
る
情
報

発
信
や
、
議
会
、
議
員
の
活
動
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
え
る
工
夫
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
茅
野
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

客
観
的
な
デ
ー
タ
か
ら

　
諏
訪
地
域
の
近
隣
の
３
市
だ
け
で
な
く
、
長
野
県

下
19
市
の
状
況
や
、
茅
野
市
と
人
口
的
に
類
似
す
る

全
国
の
市
に
つ
い
て
、
必
要
な
デ
ー
タ
を
取
り
寄
せ

確
認
し
ま
し
た
が
（
資
料

１
）、
定
数
だ
け
で
な
く

報
酬
に
つ
い
て
も
明
確
な

規
則
性
は
見
当
た
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
有
識
者
の
研
修

会
の
中
で
﹁
議
会
費
は
予

算
全
体
の
１
％
程
度
が
一

般
的
﹂
と
い
う
説
明
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、

市
の
人
口
や
一
般
会
計
予

算
額
と
の
関
係
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
議
員
一
人
当
た

り
の
人
口
は
、
人
口
が
類

似
す
る
全
国
28
市
の
平
均

と
同
等
（
茅
野
市
が
約

３
︐０
０
０
人
、
人
口
類

似
団
体
28
市
の
平
均
は
約

３
︐１
０
０
人
、
長
野
県

19
市
の
平
均
は
約
４
︐０
０
０
人
）
で
あ
り
、

18
名
は
妥
当
な
人
数
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、
報
酬
に
つ
い
て
み
る
と
、
市
民
一

人
当
た
り
の
議
員
報
酬
負
担
額
は
、
人
口
が

類
似
す
る
全
国
28
市
の
う
ち
茅
野
市
は
下
か

ら
6
番
目
、
一
般
会
計
に
占
め
る
議
会
費

（
議
員
報
酬
だ
け
で
な
く
、
議
会
運
営
に
係

る
全
て
の
額
）
の
割
合
も
、
人
口
が
類
似
す

る
全
国
28
市
の
う
ち
茅
野
市
は
下
か
ら
4
番

目
と
い
う
結
果
で
し
た
。

　
単
純
な
デ
ー
タ
の
比
較
で
は
、
議
員
数
は

現
状
維
持
、
議
員
報
酬
は
増
額
と
い
う
結
果

で
し
た
。

拠
り
所
を
何
処
に
求
め
る
か

　
当
委
員
会
で
は
こ
こ
ま
で
相
当
の
時

間
を
費
や
し
ま
し
た
が
、
そ
の
甲
斐
が

あ
り
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た

こ
と
、
再
認
識
し
た
こ
と
、
考
え
を
改

め
た
こ
と
等
、
多
く
の
発
見
が
あ
り
ま

し
た
。

　
検
討
材
料
は
概
ね
揃
い
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
当
委
員
会
と
し
て

議
論
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。
な
お
、

当
委
員
会
と
し
て
は
、
研
修
結
果
や
意

見
交
換
会
に
対
し
個
々
に
統
一
見
解
を

整
理
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
話
を
聞

い
て
も
捉
え
方
は
十
人
十
色
。
そ
れ
ぞ

れ
の
委
員
の
受
け
止
め
方
を
尊
重
し
、

研
修
会
や
意
見
交
換
会
、
客
観
的
な
デ

ー
タ
や
各
自
の
目
に
映
っ
て
い
る
茅
野

市
議
会
の
現
状
を
踏
ま
え
、
総
体
と
し

て
ど
う
受
け
止
め
、
ど
う
結
論
付
け
る

の
か
。
各
自
が
何
を
拠
り
所
に
ど
ん
な

整
理
を
つ
け
る
の
か
を
重
視
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
削
減
及
び
現
状
維
持
の

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
（
資
料
２
）
の
ほ
か
、

削
減
か
現
状
維
持
か
に
関
わ
ら
ず
﹁
活

性
化
を
図
る
た
め
に
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
﹂
も
浮
き
彫
り
と
な

り
ま
し
た
（
次
ペ
ー
ジ
資
料
３
）。

　
そ
の
中
に
は
、
単
に
議
会
の
機
能
だ

け
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
と

議
会
の
二
元
代
表
制
の
仕
組
み
そ
の
も
の

を
有
機
的
に
機
能
さ
せ
る
提
言
も
示
さ
れ

ま
し
た
。
定
数
を
考
え
て
い
く
中
で
あ
ぶ

り
出
さ
れ
た
﹁
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
﹂
は
、
定
数
が
い
か
な
る
形
で

決
着
し
よ
う
と
も
、
茅
野
市
議
会
と
し
て

取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
全

委
員
の
認
識
が
一
致
し
ま
し
た
。

（資料 1）　茅野市と人口が類似する全国の市との比較

議員数 市の数 人口（人） 議員報酬（円）

12 人 1 市 55,177 53 万

15 人 2 市 55,653、57,238 52 万、38 万

16 人 3 市 54,571～55,887 32 万～44.8 万

17 人 2 市 57,060、57,438 43.9 万、43 万

18 人 6 市 54,326～57,885 33.2 万～45 万

19 人 4 市 55,887～56,414 37.7 万～46 万

20 人 5 市 54,907～57,418 27.3 万～40 万

21 人 1 市 54,592 38.9 万

22 人 4 市 54,103～57,032 30.6 万～38.9 万

計 28市 54,103～57,885 27.3 万～53万

茅野市：18 人、55,198 人、33.2 万円
長野県内 19市の平均：21 人、84,049 人、36.9 万円

（資料 2）　削減又は現状維持の考え方

定数削減の理由 現状維持の理由

①  今後定数割れとなることを懸念して
いる

②  間口を絞り報酬を上げることで、や
る気のある議員を取り込む

③  3 月議会において定数削減の陳情が
採択されている

④  定数削減は個々の議員の資質を高め
る事に繋がる

⑤  定数削減は前々期から言われている
ことであり、市民の声でもある

①  市の現状を考えれば、議会の重要度
はこれまで以上に高まる

②  市民の声を市政に届けるには、議員
数は極力確保したい

③  有識者は定数削減が議員の質の向上、
議会機能の向上に繋がるとは言って
いない（むしろ否定的）

④  議会改革を進める為に必要な議員数
を特定することは困難であり、削減
して達成出来る保障がない
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行
財
政
改
革
真
っ
只
中
の
茅
野
市
に

お
い
て
は
、
高
度
な
知
識
に
基
づ
く
重

要
な
意
思
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
面
が
今
後
益
々
増
え
て
く
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
大

所
高
所
か
ら
的
確
な
判
断
を
下
せ
る
議

会
で
あ
る
た
め
の
、
必
要
な
仕
組
み
と

必
要
な
人
材
の
確
保
は
喫
緊
の
課
題
で

す
。
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
定

数
・
報
酬
を
考
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、

大
変
大
き
な
成
果
で
す
。
与
え
ら
れ
た

定
数
の
中
で
最
大
の
効
果
を
発
揮
す
る

こ
と
が
私
た
ち
の
使
命
で
す
。
議
会
活

性
化
特
別
委
員
会
の
委
員
と
し
て
頑
張

っ
て
き
た
1
年
間
。
こ
の
教
訓
を
今
後

の
活
動
に
活
か
し
、
机
上
の
空
論
に
終

わ
ら
ぬ
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
肝
に
銘

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

内
容
だ
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
経
験
は
、
今
後
の
議
会
活
性
化
の
中
で

も
大
い
に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
茅
野
市

議
会
に
は
ま
だ
ま
だ
伸
び
し
ろ
が
有
る
と
実
感

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。

　
大
変
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
ば
ウ
ソ
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
議
員
が
成
し
遂
げ

る
と
い
う
覚
悟
と
決
意
を
も
っ
て
す
れ
ば
出
来

る
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
感
じ
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
多
く
の
委
員
が
﹁
2
減
﹂
を
主

張
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
成
功
体
験
も
大

い
に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

議
論
の
中
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

　

結
局
、﹁
定
数
は
何
人
が
良
い
の
か
？
﹂、

﹁
報
酬
は
い
く
ら
が
適
正
か
？
﹂
に
つ
い
て
の

明
確
の
根
拠
に
は
辿
り
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

辿
り
つ
い
た
の
は
、
定
数
も
報
酬
も
様
々
な
要

因
（
思
惑
）
の
中
で
定
め
ら
れ
て
い
く
も
の
で

あ
り
、
単
に
そ
の
事
だ
け
を
み
て
決
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
若
年
層
の
候
補
者
を
如
何
に
増
や
す
か
？
投

票
率
を
向
上
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
？
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
社
会
問
題
に
対
峙
す

る
議
会
力
を
ど
う
確
保
す
る
か
？
こ
う
し
た
課

題
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
解
決
し
、
全
体
最
適
を
目

指
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
定

数
、
報
酬
を
ど
う
す
る
か
で
は
な
く
、
茅
野
市

の
課
題
解
決
、
更
な
る
発
展
の
た
め
に
必
要
な

議
会
力
、
議
員
力
を
ど
う
備
え
る
か
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
が
極
め
て
重
要
だ
と
い
う
考
え
に
至

り
ま
し
た
。

結
論
（
全
員
協
議
会
へ
の
報
告
）

　
最
終
的
に
当
委
員
会
は
、﹁
議
員
定
数
は

2
名
減
の
16
人
と
す
る
。﹂
こ
と
を
全
員
協

議
会
に
報
告
し
ま
し
た
。﹁
現
状
維
持
か
削

減
か
﹂
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
目
指
し

て
議
論
を
尽
く
し
ま
し
た
が
合
意
に
至
ら
ず
、

多
数
決
に
よ
り
﹁
削
減
﹂
と
な
り
ま
し
た

（
削
減
5
人
、
現
状
維
持
2
人
）。
定
数
に
つ

い
て
は
削
減
を
主
張
す
る
全
委
員
（
5
人
）

が
主
張
し
た
16
人
と
な
り
ま
し
た
。

　
定
数
16
人
と
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
①
議

場
で
の
採
決
を
考
え
る
と
偶
数
が
良
い
。
②

議
会
内
組
織
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の

必
要
数
は
８
人
～
10
人
（
単
独
所
属
な
ら
ば

２
常
任
委
員
会
と
す
る
と
16
人
。
議
会
活
性

化
特
別
委
員
会
（
８
人
）
で
の
活
発
な
議
論

や
日
程
調
整
面
の
経
験
を
踏
ま
え
て
妥
当
性

を
実
感
）。
③
15
人
の
議
会
か
ら
は
﹁
15
人

だ
と
相
当
き
つ
い
﹂
と
い
っ
た
意
見
も
聞
か

れ
る
。
④
他
市
と
の
バ
ラ
ン
ス
（
諏
訪
市
よ

り
も
人
口
が
５
︐０
０
０
人
程
度
多
い
の
で
、

15
人
以
上
）
の
5
項
目
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
１
年
が
大
き
な
自
信
に

　
令
和
6
年
11
月
19
日
に
開
催
し
た
第
27
回

の
当
委
員
会
で
、
定
数
を
16
人
と
す
る
案
を

固
め
る
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
週
委
員
会
を
開
催
し
、

研
修
会
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
意
見
交
換
会

の
開
催
に
向
け
た
準
備
や
、
そ
の
後
の
議
論

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
開

催
頻
度
と
実
施
内
容
だ
っ
た
と
、
委
員
会
メ

ン
バ
ー
は
も
と
よ
り
議
員
の
誰
も
が
認
め
る

（資料 3）　定数の議論に関わらず取り組まなければならない事項（共通認識）

定数・報酬を考える際に併せて整理すべき事項

①  議員はこれまで以上に覚悟と決意を持たなければ議会改革は出来ない
②  今求められているのは、議会（議員）活動を知ってもらうこと
③  自ら監視出来ないので市民等から見える議会とし、牽制してもらう必要がある
④  議員に対する教育システム（研修）の充実が必要
⑤  報酬を上げて優秀な人、若い人がチャレンジできる環境を作る
⑥  定数と報酬は議会活性化を考える中で合わせて検討すべき
⑦  市民が議会に関心を持てるようになれば、なり手不足、投票率の低下に歯止めがかかるのではないか
⑧  議員を選んでいるのは市民である。市民への情報提供、市民の参画の場は大事
⑨  定数を考えるうえでは、なり手不足の原因究明や市民による監視機能、議員の資質向上策など、全体

として捉えバランスよく実現していく必要がある
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目
指
す
予
算
と
さ
れ
て
い
る
。

　
当
初
予
算
に
お
け
る
基
金
の
繰
入
額
を
7.1

億
円
に
減
少
さ
せ
、
全
基
金
の
繰
入
額
を
10

億
円
未
満
に
抑
え
る
と
い
う
目
標
を
達
成
す

る
な
ど
、
全
職
員
が
意
識
改
革
を
し
て
予
算

編
成
に
取
り
組
ん
だ
努
力
が
う
か
が
え
る
。

　
茅
野
市
が
こ
れ
か
ら
も
持
続
可
能
な
自
治

体
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
行
財
政
改
革
に
つ

い
て
積
極
的
に
推
し
進
め
る
こ
と
を
強
く
要

望
し
賛
成
討
論
と
す
る
。

議
案
第
30
号

令
和
７
度
茅
野
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

て
　
こ
の
議
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
50
億
９
５
６
万
円
と
す

る
も
の
。

　
反
対
討
論　

　
国
保
加
入
者
は
高
齢
者
や
低
所
得
者
、
ま

た
、
国
保
税
の
減
免
者
も
多
く
、
慢
性
的
な

滞
納
者
も
い
る
。
値
上
げ
値
上
げ
で
厳
し
い

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
中
、
税
率
を
上
げ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
予
算
の
た
め
反

対
で
あ
る
。

　
賛
成
討
論　

　
国
保
は
長
野
県
と
茅
野
市
の
共
同
事
業
で

あ
り
、
長
野
県
が
示
し
た
納
付
額
を
納
め
る

シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
予
算
を
認

め
な
け
れ
ば
、
４
月
以
降
、
被
保
険
者
が
10

賛成多数
により

可
決

割
の
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な

る
の
で
賛
成
す
る
。

総
務
環
境
委
員
会
（
３
月
14
日
）

委
員
長　

東
城　
源

議
案
第
18
号

茅
野
市
ふ
る
さ
と
応
援
基
金

の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に

関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る

新
た
な
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
定

め
る
も
の
。

問
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
寄
附
金
は
、

市
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
業
に

充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
何
を
指
す
の
か
。

答
基
本
的
に
は
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
で
集
め
た
寄
附
金
を
指
す
。
ま
た
、

個
人
版
ふ
る
さ
と
納
税
で
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
り
登
山
道
整

備
な
ど
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
事
業

で
集
ま
っ
た
寄
附
金
を
指
す
。

問
市
長
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
現
金
に
繰
り
か
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
い
る
か
。

答
基
金
か
ら
借
入
れ
を
す
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
。
利
率
を
決
め
て
、
返
す
と
き
に

は
そ
の
利
息
分
を
支
払
う
。

全会
一致で

可
決

予
算
決
算
委
員
会�

�

（
３
月
12
日
13
日
）

委
員
長　

望
月　
克
治

議
案
第
29
号

令
和
７
年
度
茅
野
市
一
般
会

計
予
算
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
０
０
億
７
千
万
円
と

す
る
も
の
。

　
反
対
討
論　

　
公
共
交
通
﹁
の
ら
ざ
あ
﹂
の
空
白
地
帯
に

は
高
齢
者
が
多
く
、
足
の
確
保
が
急
務
で
あ

り
、
そ
の
方
々
の
こ
と
を
考
え
る
と
賛
成
は

で
き
な
い
。

　
﹁
の
ら
ざ
あ
﹂
の
予
約
シ
ス
テ
ム
は
、
こ

の
３
月
末
で
契
約
最
終
年
度
を
迎
え
る
が
、

賛成多数
により

可
決

そ
の
都
度
対
応
す
る
と
い
う
随
意
契
約
の
方

法
に
も
賛
成
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
国
保
加
入
者
は
高
齢
者
や
低
所
得

者
が
多
く
、
国
保
税
の
減
免
者
や
慢
性
的
な

滞
納
者
も
多
い
の
で
、
医
療
保
険
制
度
の
中

で
は
最
後
の
砦
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
市
は

安
定
的
な
国
保
運
営
を
目
指
す
と
言
う
が
、

そ
の
都
度
税
率
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
困
っ

て
い
る
人
の
為
に
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
が
な
い
こ
と
も
反
対
の
理
由
で
あ
る
。

　
賛
成
討
論　

　
令
和
７
年
度
当
初
予
算
は
、
財
政
健
全
化

と
未
来
へ
の
投
資
の
バ
ラ
ン
ス
型
予
算
と
し

て
編
成
さ
れ
、
第
６
次
総
合
計
画
が
目
指
す

将
来
像
﹁
た
く
ま
し
く
、
や
さ
し
い
、
し
な

や
か
な
交
流
拠
点
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
﹂
の
実
現
を

委
員
会
に
お
け
る

主
な
議
案
の
審
査

　
茅
野
市
議
会
令
和
７
年
３
月
定
例
会

は
、
２
月
25
日（
火
）
か
ら
3
月
21
日

（
金
）
ま
で
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

令
和
７
年
３
月
定
例
会

予算決算委員会
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経
済
建
設
委
員
会
（
３
月
17
日
）

委
員
長　

佐
々
木　
美
智
子

議
案
第
14
号

茅
野
市
千
駄
刈
自
然
学
校
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い

て
　
こ
の
議
案
は
、
行
財
政
改
革
に
よ
り
茅
野

市
千
駄
刈
自
然
学
校
を
、
市
の
施
設
と
し
て

は
廃
止
す
る
も
の
。

問
民
間
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市

が
関
与
し
て
い
た
今
ま
で
と
違
い
、
画

期
的
な
経
営
が
行
わ
れ
る
の
か
。

答
今
後
は
条
例
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

柔
軟
な
経
営
が
期
待
で
き
る
。

問
条
例
を
改
正
し
今
後
も
市
が
運
営
し
て

い
く
、
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の

か
。答

あ
く
ま
で
も
条
例
を
廃
止
し
、
民
間
へ

の
譲
渡
を
検
討
し
て
い
く
。

問
民
間
に
譲
渡
す
る
際
、
現
在
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
と
違
う
と
こ
ろ
が
名
乗
り
出
た
と

き
は
ど
う
す
る
の
か
。

答
公
募
型
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
、
適

正
と
思
わ
れ
る
事
業
者
を
選
定
す
る
。

問
こ
の
施
設
が
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
不

安
定
な
状
況
の
中
で
、
学
校
か
ら
の
予

約
の
問
題
な
ど
は
ク
リ
ア
で
き
る
の
か
。

答
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
で
売
却
で
き
る

よ
う
、
現
在
、
関
係
者
で
努
力
を
し
て

賛成多数
により

可
決

い
る
。

　
反
対
討
論　

　
民
間
事
業
者
に
円
滑
に
譲
渡
す
る
考
え
な

ら
ば
、
譲
渡
に
必
要
な
各
種
調
整
や
手
続
き

が
済
ん
で
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
り
、
市
が
手

を
引
く
こ
と
に
よ
る
課
題
を
認
識
し
た
上
で

の
、
今
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
廃
止
は
容
認
で

き
な
い
。
ま
た
、
譲
渡
を
受
け
た
民
間
事
業

者
が
撤
退
し
て
も
、
再
び
市
の
直
営
と
す
る

考
え
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
施
設
の

存
続
に
向
け
て
市
と
し
て
最
善
を
尽
く
す
と

か
、
再
び
直
営
に
戻
す
な
り
の
覚
悟
を
持
っ

て
い
る
の
な
ら
と
も
か
く
、
存
続
す
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
割
に
は
、
市
と
し
て
の
事
後

の
覚
悟
が
希
薄
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ

り
、
こ
の
条
例
廃
止
に
は
反
対
を
す
る
。

　
賛
成
討
論　

　
こ
の
施
設
は
、
い
ず
れ
は
民
間
に
譲
渡
す

る
条
件
で
市
が
引
き
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

行
財
政
改
革
の
中
で
廃
止
が
判
断
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
、
民
間
に
引
き
受
け
て
も
ら
う
の

に
、
今
が
一
番
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
と

考
え
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
施
設
が
Ｄ
Ｍ
Ｏ

（
ち
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
推
進
機
構
）
を 

絡
め
な
が
ら
、観
光
施
設
、交
流
拠
点
と
し
て

発
展
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
、
賛
成
と
す

る
。福

祉
教
育
委
員
会
（
３
月
17
日
）

委
員
長　

木
村　
明
美

議
案
第
21
号

茅
野
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
国
民
健
康
保
険
税
率
を
改

定
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
改
正
を
す
る
も

の
。

　
反
対
討
論　

　
国
保
加
入
者
に
は
高
齢
者
や
低
所
得
者
が

多
く
、
減
免
者
も
多
く
、
慢
性
的
な
滞
納
も

あ
る
。
値
上
げ
さ
れ
る
と
滞
納
が
増
え
る
懸

念
と
、
子
育
て
世
代
の
生
活
が
圧
迫
さ
れ
、

﹁
若
者
に
選
ば
れ
る
ま
ち
﹂
と
の
整
合
性
が

な
い
と
考
え
る
の
で
反
対
。

　
賛
成
討
論　

　
制
度
維
持
に
必
要
な
税
率
、
金
額
改
正
で

あ
る
の
で
反
対
の
理
由
が
な
い
。
ま
た
、
国

保
は
県
が
運
営
し
て
い
る
の
で
、
県
の
負
担

金
を
茅
野
市
が
支
払
い
、
そ
れ
を
加
入
者
か

ら
い
た
だ
い
て
い
る
。﹁
若
者
に
選
ば
れ
る

ま
ち
﹂
と
は
関
係
な
い
の
で
賛
成
。

陳
情
１

福
祉
医
療
給
付
制
度
を
国
の

制
度
と
し
て
確
立
す
る
こ
と

と
、
医
療
費
助
成
に
係
る
国

民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
減

額
調
整
措
置
を
す
べ
て
廃
止

す
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情

賛成多数
により

可
決

全会
一致で

趣
旨採択

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

各
市
町
村
間
に
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は

是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
一
つ
と
考
え
る
。

国
の
制
度
と
し
て
公
平
な
制
度
に
し
て
い

く
こ
と
つ
い
て
は
十
分
に
理
解
で
き
る
が
、

窓
口
の
医
療
費
負
担
を
一
律
に
無
償
化
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
医
療
費
、

一
部
抑
止
効
果
が
抑
え
ら
れ
な
く
な
る
と

こ
ろ
は
懸
念
が
残
る
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

医
療
側
の
混
乱
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
趣

旨
に
つ
い
て
は
十
分
理
解
で
き
る
が
、
も

う
少
し
状
況
を
見
た
方
が
い
い
の
で
は
と

考
え
る
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

自
治
体
が
実
施
し
て
い
る
福
祉
医
療
給
付

制
度
は
、
自
治
体
毎
で
制
度
が
違
う
の
で
、

も
っ
と
具
体
的
な
方
策
を
国
に
対
し
て
求

め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
陳
情
項
目
の
完

成
度
が
低
い
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

窓
口
一
部
負
担
は
、
自
治
体
間
で
大
き
な

差
が
生
じ
て
い
る
。
福
祉
医
療
給
付
制
度

を
国
の
制
度
と
し
て
確
立
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

　

 

ま
た
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
に
係
る
国
民

健
康
保
険
の
国
庫
負
担
減
額
調
整
措
置
の

廃
止
に
と
ど
ま
ら
ず
、
障
害
者
な
ど
そ
の

他
の
医
療
費
助
成
に
係
る
同
保
険
の
減
額

調
整
措
置
に
つ
い
て
も
す
べ
て
廃
止
を
し

て
い
た
だ
き
た
い
の
で
趣
旨
採
択
。
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茅野市の課題を問う!

令和 7 年 3 月定例会一般質問通告一覧 ①
 一般質問における実際のやりとり、市側の答弁については、記載の QR コードから動画でご覧いただけます。

件　　　名 小項目・動画 QR コード

佐々木　美智子

1
AI 乗合オンデマンド交通「の
らざあ」を含めた公共交通の
在り方と取組

（1） 茅野市公共交通ローリングプランに基づき、喫緊に取組
むことについて

（2） AI 乗合オンデマンド交通「のらざあ」の運行管理システ
ムについて

（3） 送迎に伴う茅野駅東口の渋滞緩和に向けた取組について
　

2 子どもを主体とした「小学
校」についての考え方

（1） 小学校とは子どもにとってどんな場所なのか
（2） 小学校の役割の変化について
（3） 未来の小学校に求められるもの・ことについて

小尾　一郎

3 茅野市におけるゼロカーボン
推進について

　

（1） ゼロカーボン政策決定に至った経緯と立案過程
（2） 地球温暖化とゼロカーボンについての正しい知識
（3） 地球温暖化についての授業はどのように行われているの

か
（4） ゼロカーボン目標達成の可能性と今後の正しい知識

木村　明美

4 地区コミュニティセンターの
役割とまちづくりについて

（1） コミュニティセンターが担う機能の現状について
（2） コミュニティセンターのあり方について
（3） まちづくりとの関わりについて

　5 茅野市が取り組むスポーツ振
興について

（1） 健康増進におけるスポーツ振興の考え方について
（2） スポーツ推進計画に基づく現在の取組について
（3） スポーツ協会の役割について
（4） 市民への健康増進の今後の取組について

東城　源

6 地区・行政区の活性化のため
の市の施策は

　

（1） 第 2 次茅野市地域創生総合戦略の評価について
（2） 地区はバランスの取れた発展をしてきているか
（3） 各地区の課題をどう捉えているか
（4） 地区にあった地域計画の策定について

渋澤　務

7
区・自治会への未加入者の増
加と災害に強い支え合いのま
ちづくりへの取組について

（1） 区・自治会の加入状況等について
（2） 区・自治会への加入促進について
（3） 区・自治会と自主防災組織の今後の方向性について

　8 婚活支援事業について
（1） 茅野市が実施している出会いの場創出事業について
（2） 婚活支援事業における県や社協との連携について
（3） 婚活支援事業の方向性について

机　博文

9
第 2 次産業振興ビジョンの
総括と次期ビジョン策定の取
組について 　

（1） 第 2 次産業振興ビジョンの総括について
（2） 次期産業振興ビジョンの策定について
（3） 人材確保・育成への取組について
（4） 稼げる仕事、誇れる産業について



ちの市議会だより　第 53号　　8

令和 7 年 3 月定例会一般質問通告一覧 ②
件　　　名 小項目・動画 QR コード

竹内　巧

10 市政経営方針を踏まえた予算
執行について

（1） 市政経営方針に則った予算執行態勢について
（2） 予算執行における経費削減の意識の醸成と実効性の確保

について

　11 第 6 次総合計画と行財政改
革の整合性について

（1） 第 6 次総合計画と優先改革事項の整合性について
（2） 第６次総合計画と整合性が取れていない優先改革事項の

処理方針が存在することが判明された際の対応について
（3） 優先改革事項で定めている処理方針を変更することがあ

るとすればどのような場合ですか
（4） 千駄刈自然学校の廃止は第６次総合計画に掲げるまちづ

くりに合致していますか

両角　実晃

12 区や自治会などの地域活動の
担い手の確保について

　

（1） 地域活動の担い手不足が深刻化している原因は何でしょ
うか。それらの対策にいかに取り組まれているでしょうか

（2） 移住者や若者世帯に区や自治会の役員を引き継いでいく
ための対策、手法について

（3） 空き家は増加しているようですが、実態はどうでしょう
か。流動化しない原因とその対策について

（4） 地域住民で地域コミュニティを維持する意義・目的につ
いて

13 交流を生み出すための施策や
新年度予算について

（1） 1 つめの交流「若者に選ばれるまち」として、市外から
の人や企業の呼び込みが掲げられていることについて

（2） 2 つめの交流「地域における支え合い、助け合い」とし
て、市内における支え合い、助け合いなどの交流が掲げ
ていることについて

（3） 3 つめの交流「知の交流拠点の創出」として、知識や知
恵など、可視化し難い価値や資産の交流が掲げられてい
ることについて

伊藤　勝

14 茅野市の農政について
（1） 水田活用直接支払交付金制度の現状と今後の展望は
（2） 畑地化の現状と市の考えは
（3） 地域計画の現状は

　15 学校給食における地産地消の
取組について

（1） 生産者の育成は
（2） 有機栽培野菜への活用状況は
（3） 代金や運搬費の考えは

梯　泰弘

16 茅野市 DX 基本計画について
　

（1） 茅野市 DX 基本計画について
（2） 子育て・教育分野における地域ＤＸの推進について
（3） 庁内 DX の推進について
（4） DX 推進のための組織体制及び人材育成について
（5） 生成 AI 活用の進捗と今後の方針について

両角　直樹

17 公共施設等の使用料改定につ
いて

（1） 「施設使用料等の算出に関する基本方針」は現段階
で市民に十分理解されていると認識しているか

（2） 各説明会で出された市民の様々な意見は、当初の案
にどのように反映されたのか

（3） 「受益者負担の公平性」に関し、ボランティアを目
的とし市民活動をしている団体は、「受益者」とし
ての扱いになるのか

（4） 市民と市民以外の区分を撤廃する理由の１つに、若
者に選ばれるまちを実現するためとあるが、若者と
はどこをターゲットに考えているのか

（5） 関係人口、交流人口の増加を目指すとする市の方針
について市民に十分な説明がなされ理解がされてい
るか

（6） 子育て世代からの要望が強い小学生の施設使用料の減免
について
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令和 7 年 3 月定例会一般質問通告一覧 ③
件　　　名 小項目・動画 QR コード

野沢　明夫

18 工場立地について

（1） 市内工場新設などに伴う工場立地の現状は
（2） 「茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例」の内容

は
（3） さらなる工場誘致のための環境整備策はあるか

　
19 地域の今後の農業のための地

域計画について

（1） 農地耕作条件改善事業の内容
（2） 現状の湿田対策事業との違い
（3） 策定区域の範囲や、対象農業者の選定方法、事業期間は

向山　平和

20 補聴器購入補助について
　

（1） 茅野市では加齢性難聴はどの位いると思われますか 
（2） 聞こえの不安で生活はどう変化するか掴んでいることを

教えてください
（3） 補聴器使用で難聴者の生活がどう変わりますか
（4） 補聴器購入補助により認知症のリスクも抑えられ、結果

的に医療費抑制につながるのではないでしょうか
（5） 補聴器購入についてぜひとも補助をして頂きたい

木村　かほり

21 パートナーシップのまちづく
りの再構築の見通しについて

（1） 市民活動、ボランティア活動への影響について
（2） 子どもに関する民間団体への支援について
（3） これからの公民協働のまちづくりの考え方について

　22 中学卒業後の子どもを含む不
登校支援の取組について

（1） 不登校の相談窓口、支援体制について
（2） 民間との連携の取組について
（3） 中学卒業後の不登校支援の現状について

望月　克治

23 デジタル田園健康特区の現状
について

　

（1） フォーラムではどのような内容が話し合われましたか
（2） スーパーシティ構想に、新たに「連携 “絆” 特区」と「金

融・資産運用特区」が入りましたが、茅野市は関係しま
すか

24 「のらざあ」の予約不成立の
解消方法について

（1） 「のらざあ」の予約の開始時間は何時ですか
（2） 予約の不成立の件数及び割合はどのくらいですか

25 国民健康保険の今後の見通し
について

（1） 茅野市の加入者の状況はどうなっていますか
（2） 保険税の収納率は
（3） 長野県の方針はどうなっていますか

26 茅野市の上・下水道の安全性
の確保について

（1） 茅野市では（埼玉県八潮市と）同様の事故が起こる可能
性はありますか

（2） 今後の維持管理の計画はどうなっていますか

議場で行われる本会議は
ライブ中継と録画映像でご視聴いただけます。

茅野市議会 検索

　議場で行われる本会議は、下記の予定に合わせてビーナチャンネル（12Ch 茅野市コミュニティ放送）
とインターネットでライブ中継を行います。テレビで、ネットで、ぜひご覧ください。

　なお、本会議や一般質問等の録画映像は、後日議会ホームページで配信しま
す。詳しくは議会ホームページをご確認ください。
　また、同ホームページ内の『会議録検索システム』により、会議録の閲覧も
できますので、併せてご利用ください。

録 画 映 像
ＱＲコード

会 議 録
ＱＲコード
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（1）条例の制定・改廃
地域社会に必要なルールを作ったり変更したりします。

（2）予算・決算の審議
市のお金の使い道を決め、正しく使われたか確認します。

（3）契約や財産処分の承認
大きな契約や土地処分などについて審議・承認します。

地方自治体では、市議会議員と市長の両方を市民が直接
選挙で選びます。この制度を ｢二元代表制｣ と呼びます。
•�市議会は、条例の制定や予算の審議などを行う「議事
機関（議決機関）」です。
•�市長は、政策を実行する「執行機関」です。
この仕組みにより、議会と市長が対等な立場で協力しつ
つ、互いにチェックし合うことで、公正で効率的な市政
運営が可能になります。

（1）監視・評価機能
執行機関である市長や行政が適切に業務を進めているか
監視し、必要に応じて改善を求めます。

（2）政策提言・立案
市民の意見を反映し、新しい政策や施策を提案します。
これにより、市民生活がより良くなるための方向性を示
します。

議事（議決）機関としての役割

二元代表制とは

監視 ･評価機能 / 政策提言 ･立案

議会の仕組みと役割

ちの市議会だより　第 53号　　10

過日実施した議会に関するアンケートでは、議会の仕組み等について
「知らない」という回答を多数いただきました。

議会の仕組みと役割を解説します！！

を解説します
意外と知らない広報部会長レポート
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本会議には、定例会と臨時会があります。
（1）定例会
議案等の有無にかかわらず定例的に招集される会議で、
定例会の会期中は、議案審議の他、一般質問、常任委員
会等を行います。茅野市では、�3 月、6月、9月、12月
の年４回開催します。
（2）臨時会
定例会とは別に、臨時的あるいは緊急の必要がある場合
に、特定の案件に限り、これを審議するため随時招集さ
れる議会です。

市議会では、以下のような形式で話し合いをします。
（1）�本会議
すべての議員が集まり、市全体に関わる重要事項について審
議・採決する場です。本会議では質疑や討論も行われます。
（2）�委員会
効率的かつ専門的な審査を行うため、以下のような委員会が
あります。
•�常任委員会：教育や福祉、経済、環境など特定分野を担当。
•�特別委員会：特定課題について期間限定で設置。
•�議会運営委員会：本会議や委員会運営について調整。

市民は、市政に対する意見や要望を「請願」や「陳情」
として提出できます。これらは市議会で審議し、市政に
反映される可能性があります。

議案等を専門的に審査するため、所管事項の付託を受けて詳細に
審査します。
（1）総務環境委員会（定数：６人以内）
総務部、企画部、市民環境部、会計課、消防・防災などの所管に
属する事項
（2）経済建設委員会（定数：６人以内）
産業経済部、都市建設部、農業委員会の所管に属する事項
（3）福祉教育委員会（定数：６人以内）
健康福祉部、教育委員会、福祉事務所の所管に属する事項
（4）予算決算委員会（定数：18人（議員全員））
予算、決算に関する事項

市民と市議会のつながり

茅野市議会の常任委員会構成

定例会と臨時会

会議の種類と運営

広報部会長�
梯 泰弘

市議会議員は「二元代表制」のもとで、市民の皆さまからの付託を受け、市政運
営において重要な意思決定や監視・提言を行う存在です。市の総合計画に掲げら
れた「幸せを実現できるまち」の実現に向けて、議員という立場からも全力で貢
献していきます！

11　　ちの市議会だより　第 53号
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 令和 7 年 3 月定例会　賛否が分かれた議決結果 
 ○…賛成　　●…反対　　※議長は採決には加わりません。

議
案
番
号

件　　名 議決結果

両
角
　
直
樹

梯
　
　
泰
弘

向
山
　
平
和

佐
々
木
美
智
子
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14 茅野市千駄刈自然学校条例を 
廃止する条例について

賛成多数により
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 茅野市国民健康保険税条例の 
一部を改正する条例について

賛成多数により
可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

29 令和 7 年度茅野市一般会計予算
について

賛成多数により
可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

30 令和７年度茅野市国民健康保険
特別会計予算について

賛成多数により
可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

ちの市議会だより第54号は、9月1日発行予定です。

6 月定例会本会議予定
6 月   5 日（木）　開会、提案説明、先議案件採決
6月 12日（木）　議案質疑、委員会付託
6月 17日（火）　一般質問
6月 18日（水）　一般質問
6月 19日（木）　一般質問
6月 26日（木）　委員長報告、採決、閉会

※ 変更される可能性もあります。 
詳しくは議会ホームページでご確認ください。

みなさんもぜひ傍聴にお越しください！

　市議会の本会議及び各常任委員会はどなたでも傍聴 

できます。予約の必要はありません。

　本会議の傍聴を希望される方は、直接議会棟 3 階 

までお越しください。事務局への連絡は不要です。

　なお、委員会の傍聴をご希望の方は、事前に議会事務

局（TEL：0266－72－2101）までご連絡をお願い

します。
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令和 7 年３月定例会 請願・陳情・議員提出議案 採決結果

表　　題 提出者
採決結果

委員会 本会議

陳情 1
福祉医療給付制度を国の制度として確立することと、医療費助成
に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置をすべて廃止するこ
とを求める陳情

諏訪地方社会保障
推進協議会 趣旨採択 趣旨採択

議員提出
議第 1 号 国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書 木村明美議員

両角直樹議員 付託省略 可決

議員提出
議第 2 号

茅野市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
について

議会運営委員会 付託省略 可決


